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【年通号数】公開・登録公報2018-030
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【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  51/43     (2006.01)
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月23日(2018.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェルラ酸および／またはその塩が、９０％未満の純度のかつ固体状態で、抽出の方法
によって抽出された、フェルラ酸および／またはその塩の精製方法において、前記方法が
、
　ｉ）選択的有機溶媒で、フェルラ酸および／またはその塩を全体的に溶解させる工程；
　ｉｉ）フィルターを用いて水不溶性不純物から前記溶液を回収し、分離する工程；
　ｉｉｉ）４００～７００Ｈｇｍｍの減圧で、３０～６０℃の温度で、前記選択的有機溶
媒の回収を可能にする真空エバポレーターでの蒸発に前記溶液をかけることによって前記
選択的有機溶媒を回収する工程；
　ｉｖ）前工程からの、フェルラ酸および／またはその塩の前記濃縮抽出液を、１：１の
比で、水と混合して水に可溶性の不純物をプレ結晶化させる工程；
　ｖ）おおよそ、６０℃の温度で、前記混合物を蒸発させて有機溶媒の残存物を除去する
工程；
　ｖｉ）約４０～５０％の最終容積を得るために、４００～７００Ｈｇｍｍで、３０～６
０℃で、エバポレーターで溶媒を含まない前記混合物を濃縮する工程；
　ｖｉｉ）おおよそ、４０℃で前記濃縮混合物を冷却する工程；
　ｖｉｉｉ）前記濃縮混合物を、約１時間、固まらせて前記水不溶性不純物を沈降によっ
て分離する工程；
　ｉｘ）不純物を含まない前記混合物を７０℃で再加熱する工程；
　ｘ）前記再加熱された混合物を合成精製樹脂によって精製する工程；
　ｘｉ）前記精製された混合物を冷却ジャケット付き結晶化容器に移し、ここで、前記フ
ェルラ酸および／またはその塩が、９８～９９．９％の純度で、１５℃の温度で、４時間
の固化後に結晶化する工程；
　ｘｉｉ）２０分間、１０００ｒｐｍでの遠心分離によって、結晶化の母液をフェルラ酸
および／またはその塩の沈澱物から除去する工程；ならびに
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　ｘｉｉｉ）精製された、前記フェルラ酸および／またはその塩を、２時間、真空トレイ
付きおよび不活性雰囲気の乾燥装置で乾燥させて、好ましくは、１％未満の湿気を得る工
程
を含むという理由で特徴づけられることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、それがまた、フェルラ酸および／またはその塩を従来
方式でふるい分けすることを含むという理由で特徴づけられることを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記選択的有機溶媒が酢酸エチルであることを特徴と
する方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記精製樹脂がポリスチレンジビニルベンゼン樹脂で
あることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法において、前記方法が約７０％のフェルラ酸
および／またはその塩の回収率を有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　フェルラ酸および／またはその塩が、９０％未満の純度でかつ溶液中にある状態で、抽
出の方法によって抽出された、フェルラ酸および／またはその塩の精製方法において、前
記方法が、
　ｉ）フィルターを用いて不溶性不純物から前記溶液を回収し、分離する工程；
　ｉｉ）４００～７００Ｈｇｍｍの減圧で、３０～６０℃の温度で、前記選択的有機溶媒
の回収を可能にする真空エバポレーターでの蒸発に前記溶液をかけることによって酢酸エ
チルを回収する工程；
　ｉｉｉ）前工程からの、フェルラ酸および／またはその塩の前記濃縮抽出液を、１：１
の割当量で、水と混合して水に可溶性の不純物をプレ結晶化させる工程；
　ｉｖ）おおよそ、６０℃の温度で、前記混合物を蒸発させて有機溶媒の残存物を除去す
る工程；
　ｖ）４０～５０％の最終容積まで、４００～７００Ｈｇｍｍで、３０～６０℃のエバポ
レーターで溶媒を含まない前記混合物を濃縮する工程；
　ｖｉ）おおよそ、４０℃で前記濃縮混合物を冷却する工程；
　ｖｉｉ）前記濃縮混合物を、約１時間、固まらせて水に不溶性の不純物を沈降によって
分離する工程；
　ｖｉｉｉ）不純物を含まない前記混合物を７０℃に再加熱する工程；
　ｉｘ）前記再加熱された混合物を、合成精製樹脂を使って精製する工程；
　ｘ）前記精製された混合物を冷却ジャケット付き結晶化容器に移し、ここで、前記フェ
ルラ酸および／またはその塩が、９８～９９．９％の純度で、１５℃の温度で４時間固ま
らせた後に結晶化する工程；
　ｘｉ）２０分間、１０００ｒｐｍでの遠心分離によって、結晶化の母液をフェルラ酸お
よび／またはその塩の沈澱物から除去する工程；ならびに
　ｘｉｉ）前記精製されたフェルラ酸および／またはその塩を、１％未満の湿気まで、２
時間、真空トレイ付きおよび不活性雰囲気の乾燥装置で乾燥させる工程
を含むという理由で特徴づけられることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、それがまた、フェルラ酸および／またはその塩を従来
方式でふるい分けすることを含むという理由で特徴づけられることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項５に記載の方法において、前記選択的有機溶媒が酢酸エチルであることを特徴と
する方法。
【請求項９】
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　請求項５に記載の方法において、前記精製樹脂がポリスチレンジビニルベンゼン樹脂で
あることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項６乃至９の何れか１項に記載の方法において、前記方法が、約７０％の、フェル
ラ酸および／またはその塩の回収率を有することを特徴とする方法。
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